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（４０）まちづくり推進組織の取扱い 
 

内           容 
項    目 

地域まちづくり会議（仮称） かごしままちづくり会議（仮称） 

組 織 体 制 

 
・委員は、１５人以内とする。 
・委員は、次に掲げる者とする。 
（１）住民自治組織から選出された者 
（２）各種団体等から選出された者 
（３）学識経験を有する者  

 
 
・会議は、委員の互選により選出された会長、副会長及び委員をもって組織

する。 

 
・委員は、１５人以内とする。 
・委員は、次に掲げる者とする。 
（１）地域まちづくり会議から選出された者    ５人 
（２）各種団体等から選出された者        ４人 
（３）学識経験を有する者            ２人 
（４）公募により選任された者          ２人 
（５）市関係者                 ２人 

・会議は、委員の互選により選出された会長、副会長及び委員をもって組織

する。 

所 掌 事 項 
①当該地域のまちづくりに関すること。 
②当該地域において行われる事務事業に関すること。 
③新市まちづくり計画に関すること。 

①新市のまちづくりに関すること。 
②地域まちづくり会議からの意見・提言に関すること。 
③新市まちづくり計画に関すること。 

設 置 時 期 ・平成１７年１月１日 ・平成１７年１月１日 

会 議 等 

・会議の開催は、１年度に５回以内とする。 
・会長が必要と認めるとき、又は委員の３分の１以上の者から会議の招集の

請求があるときは、開催する。 

・会議の開催は、１年度に５回以内とする。 
・会長が必要と認めるとき、又は委員の３分の１以上の者から会議の招集の

請求があるときは、開催する。 
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  調整方針 〔第８回合併協議会提案（Ｈ．１５．１０．７）第９回合併協議会確認（Ｈ．１５．１０．２８）〕 

   ・１市５町の合併後のまちづくり等の推進に関して協議する組織については、地域まちづくり会議（仮称）及びかごしままちづくり会議（仮称）を設置することとし、具体的なことについては、 

    合併時までに１市５町の長が別に協議するものとする。 




